
亀山市告示第２５号 

景観法（平成１６年法律第１１０号）第１９条第１項の規定により、次のとおり景観

重要建造物を指定したので、亀山市景観条例（平成２２年亀山市条例第２３号）第１９

条第２項の規定により告示する。 

  令和４年２月１日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

第１ 

１ 指定番号 

  景建第２号 

２ 指定年月日 

  令和４年２月１日 

３ 景観重要建造物の名称 

  加藤家長屋門、土蔵、主屋 

４ 景観重要建造物の所在地 

  亀山市西丸町 

 

第２  

１ 指定番号 

  景建第３号 

２ 指定年月日 

  令和４年２月１日 

３ 景観重要建造物の名称 

  旧舘家住宅 

４ 景観重要建造物の所在地 

  亀山市西町 

 

第３ 

１ 指定番号 

  景建第４号 



２ 指定年月日 

  令和４年２月１日 

３ 景観重要建造物の名称 

  旧三谷家住宅離れ、表門及び塀、土蔵 

４ 景観重要建造物の所在地 

  亀山市関町木崎 

 

第４ 

１ 指定番号 

  景建第５号 

２ 指定年月日 

  令和４年２月１日 

３ 景観重要建造物の名称 

  旧田中家住宅土蔵、文庫蔵 

４ 景観重要建造物の所在地 

  亀山市関町新所 

 

 


